
「山梨県立やまなしパラスポーツセンター指定管理者募集要項」及び 

  「山梨県立やまなしパラスポーツセンター管理運営業務の内容及び基準」の

訂正について 

 

  標題の件について、内容に一部誤りがございましたので、次のとおり訂正い 

たします。 

 

【募集要項】 

Ｐ.１５「３ 個人情報の取扱い」 

 

 

【管理運営業務の内容及び基準】 

Ｐ.７「（８）暴力団の排除措置」 

 

 

【管理運営業務の内容及び基準の資料３-２】 

＜修正内容＞ 

その他業務：対物賠償 １事故につき（誤）５千万円  （正）５百万円 

正 誤 

３ 個人情報の取扱い 

指定管理者が個人情報を取り扱う場

合は、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）        

                   

   の規定に従い、（略） 

 

３ 個人情報の取扱い 

指定管理者が個人情報を取り扱う場

合は、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）及び山梨県個人

情報保護条例（平成１７年山梨県条例第

１５号）の規定に従い、（略） 

 

正 誤 

（８）暴力団の排除措置 

施設の管理運営から、暴力団等を 

排除するため、次の措置を行ってく 

ださい。 

・ 契約を行おうとする相手方が 

暴力団関係者であるか否かが疑 

わしいときには、誓約書及び役 

員名簿を徴し、施設所管課を通 

じて警察に照会してください。 

（略） 

 

（８）暴力団の排除措置 

施設の管理運営から、暴力団等を 

排除するため、次の措置を行ってく 

ださい。 

・ 契約を行おうとする相手方が 

暴力団関係者であるか否かが疑 

わしいときには、契約書及び役 

員名簿を徴し、施設所管課を通 

じて警察に照会してください。 

（略） 

 


